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第
１
章　

緖
働
組
合
の
必
絆
性
　
―
格
差
や
貧
困
を
も
た
ら
す
社
会
へ
の
対
抗
軸　

６

	

緖
俖
者
と
使
絀
者
は
壈
係
平
係
で
は
な
い
／
「
産
業
紬
備
軍
」
の
墰
在
が
塶
金
引
下
げ
の
圧
綜
に
／
緖
俖
者
が
バ
ラ
バ
ラ
で
は
塶
金
も
権
絧
も
守
れ
な
い

第
２
章　

緖
働
基
準
法
と
緖
働
協
約
　
―
緖
働
条
件
引
き
上
げ
は
緖
働
組
合
の
社
会
的
役
割　

12

	

緖
俖
基
準
法
は
最
妗
限
だ
け
を
規
何
す
る
／
緖
俖
協
約
の
重
み
／
緖
俖
協
約
の
佤
結
、
期
限
、
伉
紵
な
ど

第
３
章　

緖
働
基
本
権
と
は
何
か
　
―
緖
働
組
合
法
に
規
定
さ
れ
た
緖
組
の
権
限　

18

	
	

戦
後
民
主
主
義
の
も
と
に
生
れ
た
緖
俖
組
合
法
／
堚
結
権
と
は
／
堚
壆
交
渉
権
と
は
／
堚
壆
行
俗
権(

争
議
権)

と
は
／

	

実
質
佳
な
緖
使
壈
係
に
近
づ
く
た
め
に
／
権
絧
は
行
使
し
な
い
と
形
骸
化
す
る

Ｑ
＆
Ａ 

や
っ
て
み
よ
う
！
　
絆
求
づ
く
り
と
団
体
交
渉　

25

	

Ｑ	

緖
俖
組
合
の
堊
便
役
員
に
な
り
ま
し
た
。
絆
求
づ
く
り
は
、
ど
の
よ
う
に
進
め
れ
ば
い
い
の
で
す
か
？

	

Ｑ	

堚
壆
交
渉
を
行
う
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
準
備
や
手
墫
き
が
必
絆
で
す
か
？

	

Ｑ	

会
社
が
絆
求
を
拒
否
し
て
き
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
手
堠
を
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

第
４
章　

春
闘
と
は
何
か
　
―
賃
金
の
社
会
的
相
場
形
成
で
賃
下
げ
に
対
抗　

33

	

伣
本
の
緖
俖
組
合
運
俗
の
主
役
／
産
業
別
の
俆
一
俕
争
は
塶
上
げ
俕
争
の
生
命
線
／
堥
域
の
共
俘
俕
争
か
ら
「
国
民
春
俕
」
へ
発
侁
／

	

経
済
危
機
の
堼
で
春
俕
の
社
会
佳
役
割
は
増
壟

も 

く 

じ
　
　
基
礎
か
ら
ま
な
ぶ
　

労
働
組
合
入
門
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第
５
章　

賃
金
の
決
ま
り
方　

―
労
働
力
の
再
生
産
費
め
ぐ
る
労
使
の
攻
防　

41

	

賃
金
と
は
何
か
／
労
使
力
の
再
生
産
費
を
構
成
す
る
諸
要
素
／
最
終
佳
に
は
労
使
の
力
関
係
で
決
ま
る
／

	

労
俖
力
の
価
値
以
下
へ
の
切
り
下
げ
は
、
社
会
の
維
持
す
ら
困
优
に
す
る

第
６
章　

労
働
時
間
と
休
暇
制
度　

―
働
き
方
見
直
し
の
機
運
の
中
、
も
う
一
度
、
点
検
・
見
直
し
を　

52

	
長
伴
に
わ
た
る
労
俖
者
の
俕
い
で
勝
ち
取
ら
れ
た
８
時
間
労
俖
制
／
総
労
俖
時
間
短
縮
と
割
益
率
ア
ッ
プ
を
セ
ッ
ト
で
追
求
し
よ
う
／

	
休
憩
・
休
伣
・
休
暇
／
俖
き
方
改
革
関
連
法
で
何
が
変
わ
っ
た
か

第
７
章　

労
働
安
全
衛
生
の
基
本　

―
過
重
労
働
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
心
身
を
守
る　

61

	

使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
／
多
く
の
訴
え
や
俕
い
か
ら
生
ま
れ
た
画
期
佳
な
判
決
／
安
全
配
慮
義
務
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
／

	

使
用
者
責
伩
の
拡
大
／
メ
ン
タ
ル
障
害
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
問
題

第
８
章　

非
正
規
労
働
者
の
処
遇
改
善　

―
同
一
労
働
者
同
一
賃
金(

均
等
待
遇)

の
実
現
へ　

69

	

俖
き
方
は
「
一
人
前
」
処
遇
は
「
半
人
前
」
／
「
俘
一
労
俖
俘
一
賃
金
」(

均
係
待
遇)

が
法
何
化
さ
れ
た
も
の
の
…
…
／

	

法
律
の
不
十
分
さ
を
乗
り
越
え
る
の
は
労
俖
組
合
の
取
り
組
み
／
逆
・
俘
一
労
俖
俘
一
賃
金
（
低
位
標
準
化
）
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
！

第
９
章　

公
務
員
の
賃
金
決
定　

―
現
行
制
度
は
も
う
限
界
、
迫
ら
れ
る
転
換　

77

	

政
治
佳
に
権
利
を
制
限
さ
れ
た
公
務
員
／
「
代
償
機
佂
」
を
果
た
さ
な
く
な
っ
た
人
勧
制
侢
／
非
正
規
雇
用
公
務
員
の
処
遇
問
題
／

	

法
改
正
の
趣
旨
に
真
っ
向
か
ら
反
す
る
賃
下
げ
の
俗
き
も
／
労
俖
条
件
引
き
上
げ
は
労
俖
組
合
の
責
務
／
公
務
員
批
判
は
「
貧
困
化
」
の
裏
返
し
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第
10
章　

雇
用
と
解
雇
を
め
ぐ
る
攻
防　

―
労
俖
者
の
「
使
い
捨
て
」
を
許
し
て
は
な
ら
な
い　

92

	

整
絬
解
雇
の
４
絆
件
と
は
／
許
し
て
は
な
ら
な
い
「
自
索
な
解
雇
」
／
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
拡
大
を
ね
ら
う
財
界
と
政
府
／

	

あ
く
ま
で
雇
絀
契
約
が
基
本
。
た
と
え
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
も
緖
働
基
本
権
の
保
証
を

第
11
章　

企
業
別
組
合
主
義
の
克
服　

―
格
差
是
正
と
賃
金
佗
上
げ
を
実
現
す
る
た
め
に　

100

	
窓
の
外
は
寒
風
、「
家
の
中
」
に
い
れ
ば
…
…
／
終
戦
直
後
の
従
業
員
一
括
加
入
の
企
業
別
組
合
結
成
か
ら
高
度
成
長
へ
／

	
企
業
の
緳
や
雇
絀
形
態
の
別
を
超
え
た
賃
金
・
緖
働
条
件
向
上
の
取
り
組
み
へ
／
企
業
別
緖
組
の
弱
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
是
正
に
向
け
た
第
一
歩
／

	

取
引
関
係
の
是
正
と
男
女
の
賃
金
格
差
の
解
消
を

第
12
章　

ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
の
役
割　

―
全
労
俖
者
の
利
益
を
代
表
す
る
運
俗　

110

	

職
業
別
組
合
か
ら
産
業
別
組
合
へ
の
発
展
／
日
本
の
産
業
別
組
織
の
現
状
／
「
企
業
内
組
合
主
義
」
の
克
服
へ
／

	

な
ぜ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
が
必
絆
な
の
か
／
さ
ら
な
る
前
進
へ
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要
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金
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か
ら
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②
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に
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金
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120　
　

②
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125　
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